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  資料：健康づくりのための身体活動基準 2013 （厚生労働省） 

（※）メッツ：運動強度の単位で、安静時を１とした時と比較して何倍のエネルギーを消費するかで活動の強

度を示したもの。
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              資料：国土交通省 HP 

資料：大震災による行動の変化に関する地域別アンケート調査（日本モビリティ・マネジメント会議）  

 

自転車利用の促進により、サイクルツーリズム＊関連で市域内外からの誘客を図り、交流人口や

地域消費の増加といった観光振興・地域振興の効果等が

( -CO2/ km) 

, 
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平成 20 年６月 

普通自転車の歩道通行可能要件の明確化 

普通自転車が歩道＊を通行できる場合は、①「歩道通行可」の標識がある場合、

②運転者が 13 歳未満、70 歳以上又は身体障害者の場合、③車道又は交通の状

況から歩道通行がやむを得ないときと明確化。 

平成 25 年 12 月 

自転車を含む軽車両の路側帯通行に関する規定の整備 

自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側

帯に限ると規定。 

平成 27 年６月 

自転車運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備 

一定の危険な違反行為（14 項目）をして３年以内に２回以上摘発された自転車

運転者は、公安委員会の命令を受けてから３ヵ月以内の指定された期間内での講

習受講が義務化。 

令和２年６月 

自転車のあおり運転（妨害運転）を「危険行為」として規定 

自動車のあおり運転に対する罰則が設けられたことに加え、自転車についても、

他の車両を妨害する目的での行為を危険な違反行為と規定（自転車による危険な

違反行為の第 15 番目の項目として追加）。 
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資料：外務省 HP  
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資料：外務省 HP 
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資料：仙台市まちづくり政策局 

 

資料：第５回仙台都市圏パーソントリップ調査 

 （※）代表交通手段：出発地から目的地まで、いくつかの交通手段を利用している場合における主たる移動手段のこと 
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資料：第５回仙台都市圏パーソントリップ調査 

 

資料：第５回仙台都市圏パーソントリップ調査 
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震災遺構 仙台市立荒浜小学校 AKIU NINJA RIDE 県道仙台亘理自転車道線 
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実施施策 主な取り組み項目 取り組み成果概要 

①段階的かつ体系的な 

交通安全教育の推進 

 

 

②協働による効果的な 

交通安全活動の推進 

 

 

③自転車安全利用に  

関する普及啓発活動の

推進 

１）交通安全教育の実施 ・学校や地域等において、スケアード・ストレイト＊

等をはじめとした様々な交通安全教育を実施 

・ルール理解度（平均）は、概ね 65～70％程度 

で推移。令和２年度は確認手法変更により 80％

強。 

・ルール遵守率は、概ね 50～60％の範囲内で推

移 

２）交通安全活動・普及啓発  

活動の実施 

・モデル地域を中心に、地域・学校・関係団体等と

連携した交通安全活動を実施 

・各種メディアを活用した普及啓発活動を実施 

・本市が実施している交通安全の取り組みに関し

て、半数超が「知らない」と回答 

・自転車損害賠償保険等への加入率は増加傾向

（令和２年度調査時点で 59.9％） 

・ヘルメット着用率は、少しずつ増加しているもの

の、令和２年度調査時点で 13.3％に留まる 
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小学校における自転車交通安全教室 

警察署や町内会、交通安全協会、交通指導隊の協力を得て自転車の正しい乗り方や利用時の

交通ルール・マナーについて学ぶ安全教室を開催。 

スケアード・ストレイト方式を取り入れた自転車交通安全教室（中学校、高等学校） 

事故の恐怖や衝撃を自分のこととして感じさせ、交通ルールの重要性の理解を促すため、プロス

タントマンによる交通事故を再現する交通安全教室を開催。 
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自転車安全利用啓発動画  

「伊達武将隊と学ぶ 自転車安全利用のすすめ」 

伊達武将隊による自転車のルールやマナーを学ぶ動画を作成、仙台市の

YouTubeチャンネル「せんだいTube」で公開。 

自転車安全利用モデル地域における取り組み 

自転車マナーアップキャンペーンを実施し、地元中

学生による「自転車交通安全宣言」や、学校前での

自転車利用者に対する呼びかけを実施。 

詳しく知っている

6%

少し知っている

39%
知らない

55%
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実施 

施策 

主な取り組み 

項目 
取り組み成果概要 

①「自転車ネット

ワーク路線＊」

の整備 

②「あんしん通行

路線＊」の整備 

③その他路線の

整備 

１）「自転車ネットワーク

路線」、「あんしん通

行路線」などの整備 

・「自転車ネットワーク路線」の進捗率約60％（目標達成率約93％） 

・「あんしん通行路線」の進捗率約64％（目標達成率約107％） 

・その他路線においても、路面表示の設置等を実施 

・一方で、整備が進捗していない区間が残存 

・ネットワーク路線はこれまで自転車歩行者道＊（以下「自歩道」）を
主体として整備 

⇒自転車ネットワーク整備形態を「車道通行」の原則に従い行って
いくことが必要 

・ ネットワーク路線は仙台市中心部のみの設定となって
いるが、自転車活用推進計画の策定やコロナ禍といった社会情勢
に伴い、自転車利活用が増加する見込み 

⇒自転車の利用実態（通勤・通学・買い物等）を踏まえ、仙台市中心
部以外も含めたネットワーク路線の充実が必要 

⇒健康増進やサイクルツーリズムの観点を踏まえたネットワーク路
線の拡充が必要 
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 市道青葉山線（大町二丁目） 

 市道堤通線ほか４線（上杉一丁目地内ほか） 

 上杉地区に自転車のピクトグラム＊を設置 

 条例に基づく「自転車押し歩き推進区間」の

指定、路面表示等の設置 

など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

条例に基づく「自転車押し歩き推進区間」（青葉区一番町） 

その他の路線（青葉区上杉地区） 
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実施施策 主な取り組み項目 取り組み成果概要 

①地下鉄駅周辺への公

共駐輪場の整備 

１）駐輪場・駐輪施設の整備・

利用推進 

・平成26～令和元年度で、地下鉄東西線の駅を中心

に、収容台数が約5,800 台分増加 

②路上の一部を活用した

駐輪施設の検討 

２）路上駐輪施設の整備 ・青葉通（平成 25 年度）、宮城野通駅（平成28 年度）

への整備 

・都心部において６箇所の路上駐輪場を整備 

③公共駐輪場への分かり

やすい案内表示の設

置 

３）公共駐輪場への分かりや

すい案内表示の整備 

・岩切駅南口駐輪場に案内標識を設置 

・都心部の駐輪場において分かりやすい案内表示等

の整備を検討 

④公共駐輪場の施設改善

の検討 

４）公共駐輪場の改善 ・公共駐輪場の利用サービス向上のため、券売機・

消火設備等の更新、ゲートシステム設置（長町）、駐

輪場の点検・中長期改修計画の検討等を実施 

⑤附置義務駐輪場＊の一

般開放の働きかけ 

５）附置義務駐輪場の一般開

放促進 

・大型商業施設の地下鉄利用者への駐輪場開放に

係る協定を締結 

・附置義務駐輪場の届出は各年度 10 件以内の

件数で推移 

⑥放置自転車撤去の効率

化 

６）放置自転車撤去の実施 ・都心部における放置自転車・撤去自転車の台数は

減少傾向で推移しているが、細街路等において、

放置自転車が比較的集中して発生している路

線がある 

・放置の実態に合わせた効率的な撤去を検討・実施 

⑦放置禁止区域等の拡大 
７）放置禁止区域等の設定 
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実施施策 主な取り組み項目 取り組み成果概要 

①コミュニティサイクル＊

の利用促進 

１）ＤＡＴＥ ＢＩＫＥの利用促進 ・運用開始から令和元年度末までに、サイクルポ

ート数、自転車台数ともにサービス開始当初の

７倍の規模までに拡大 

・ＤＡＴＥ ＢＩＫＥの利用者状況は、年々増加（令

和元年度末時点で、登録会員数は 5.2 万人、

総利用回数は 46.5 万回） 

・自転車まつり、交通フェスタ、エコフェスタ等の

イベント時にＤＡＴＥ ＢＩＫＥのＰＲを実施 

②自転車のルールや乗り

方を楽しく学べる啓発

イベントの開催 

２）啓発イベントの実施 ・2018 年・2019 年に、自転車まつりを開催（自転

車利用のマナー向上や安全利用の促進が目

的） 

・交通フェスタ、エコフェスタ、PTA フェスティバル

等のイベント時に、啓発を実施 

③東部地域と秋保地域に

おける観光資源等を回

遊できる自転車走行環

境の創出 

３）観光資源を自転車で回遊で

きる環境の創出  

（秋保地域を含む西部地区の取り組み） 

・秋保地区において観光まちづくりを行っている

民間事業者がマウンテンバイク等を活用したサ

イクリングツアーを実施 

ＤＡＴＥ ＢＩＫＥ

ＤＡＴＥ ＢＩＫＥ
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コミュニティサイ

クルサービス 
 

 
  

利用可能時間    
 

相互利用エリア 
 

  
 

 
ＤＡＴＥ ＢＩＫＥ

 

 

     

啓発イベント 

    

    

    

 

 

 

 

 

札幌、東京、川崎他対象エリア：横浜、大阪、奈良、広島
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民間事業者による

秋保地区における

取り組み 

    

  
 

 

 

「自転車まつり 2019」の開催 （勾当台公園市民広場） 

自転車や自転車用ヘルメットの展示、無料点検コーナー、体験型交通

安全教育、自転車ミニ検定、自転車の危険な走行を仮想空間で体験

するコーナー等、様々な企画を実施。 

秋保の里山を忍者の気分でマウンテン 

バイクに乗って駆け巡るサイクリングツアー 
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車道に自転車が安全に走れる車線の整備

自転車に関する交通安全教育の充実

駅や商業施設の近くで使える駐輪場の増設

自転車が走れる歩道の増設

違法駐輪している自転車撤去の強化

テレビCMや新聞広告などで自転車のルールを周知

警察による違反した自転車利用者の取り締まり

サイクリングロード等の自転車のための道路整備

街頭で看板やのぼりを使って自転車の走り方を周知

（法律改正による）自転車に関する規制の厳格化

ダテバイクのような、みんなで使える自転車の増備

歩道を自転車が走れないようにする

（法律改正による）自転車に関する規制の緩和

非常に重要 まあ重要 どちらとも あまり重要と思わない 重要と思わない
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基本方針 評価指標 目標 
実績 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

（※３）

（※１） ルール理解度調査： WEB アンケートによる調査で、令和元年度までは、自転車のルールを文章で

示し、ルールを認知しているか問う方式であったが、令和２年度より、自転車の

利用状況をイラストで示し、ルールに照らした正誤を問う方式に変更した。 

（※２） ルール遵守率調査： 市内 13 箇所で通行する自転車のルール・マナー遵守の実態を目視計測す

る調査で、調査地点のうち７箇所は令和元年度に見直しを行っている。 

（※３） ＤＡＴＥ ＢＩＫＥの総利用回転数： 令和２年度実績については、令和２年４月から 12 月までの利用実績より数

値を算出している。  

第
３
章



 

30 

 

第
３
章


